
神戸市男女共同参画計画（第６次）（案）に対する市議会での意見 

 

１．市会日程 

   2026 年２月 17 日から３月 27 日まで 

    ※本計画に関する集中審議は２月 19 日：総務財政委員会にて実施。 

（３月６日の予算特別委員会（局別審査）でも別途意見あり。） 

 

２．市議会での意見 

（１）男女共同参画社会の実現 

① 
女性活躍推進に 

向けた事業展開 

女性活躍の施策として、様々なｾﾐﾅｰや講座に取り組んでいるが、来

年度はどのようなﾃｰﾏやﾀｰｹﾞｯﾄを設定し事業展開するのか。 

⇒引き続き、就労・再就職・ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟなどに繋がるﾃｰﾏのほか、ｱﾝｹｰﾄ

結果や企業などへのﾋｱﾘﾝｸﾞを通じて効果的な内容を検討する。 

② 
男性を対象とした 

今後の取り組み 

女性ﾃﾞｼﾞﾀﾙ人材の育成や、就労・再就職、ｷｬﾘｱｱｯﾌﾟ支援等、女性向

け施策に偏っている印象を受ける。男性を対象とした施策について

は、今後どのように進めていくのか 

⇒男性個人に対する働きかけだけでなく、企業や社会全体における意

識改革や風土づくりが重要。様々な視点やｱﾌﾟﾛｰﾁで取り組む。 

③ 

男女共同参画社会 

の実現を目指した 

女性活躍の取り組み 

女性活躍の施策は就労支援が中心になっている印象を受ける。どの

ように「女性活躍」を定義づけし、実現をめざして取り組みを進めて

いくのか。 

⇒「希望に応じて、職場・地域・家庭など、あらゆる分野で活躍でき

る社会をめざす取り組み」と認識。国の動向や神戸市の女性就業率の

状況も踏まえて、就業分野を中心に、家庭などそれ以外の分野でも自

分らしく活躍できるよう「女性活躍」を幅広くとらえて取り組む。 

 

（２）困難な問題を抱える女性への支援 

① 相談窓口の啓発 

女性相談支援員には DV・ｼﾝｸﾞﾙﾏｻﾞｰなどから相談が寄せられている

が、若年女性の相談できる場所が少ない。相談しやすい環境を整備す

るとともに、分かりやすく周知してほしい。 

⇒NPO 法人のﾋｱﾘﾝｸﾞでも「ｱｳﾄﾘｰﾁが得意なので行政は窓口に繋いでか

らの支援をしてほしい」旨の意見ももらっており、民間団体・関係機

関とも連携しながら支援するとともに、ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの充実なども検討し

分かりやすい周知に努める。 

② 相談窓口の啓発 

女性相談支援員が若年女性から受ける相談には、妊娠・出産や生活

困窮などの経済状況に関する内容もあるが、これは早期に対応すべき

深刻な課題である。困った時、支援を必要とする時に、真っ先に頼る

べき場所として相談窓口が適切に機能するよう広報周知に力を入れ

ていくべきである。 

⇒市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞやﾘｰﾌﾚｯﾄなどを活用し、DV 関係であれば病院・学校、経

済的な生活困窮であれば水道局・建築住宅局（市営住宅）など、関係

機関と連携して広報・周知に努めていく。 
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③ 
若年単身女性への 

居住支援 

性被害を受けたり、家に戻れない若年女性が直ぐに入居できる住宅

が無い。例えば、男性向けの生活保護法に基づく更生施設「神戸市立

更生ｾﾝﾀｰ」のような施設を設置するなど改善してほしい。 

⇒いただいた意見は関係部局にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸし、本計画も踏まえて新規

事業の企画や既存事業の拡充等を検討してもらう。 

④ 
若年単身女性への 

居住支援 

単身女性が、緊急時に速やかに入居し、安全に滞在できる居場所の

確保は極めて重要である。こうした施設の整備については、福祉局や

建築住宅局などが所管局であることは承知しているが、男女共同参画

計画を所管する立場として、地域協働局が関係局に対し強く働きかけ

を行うべきである。 

⇒いただいた意見は関係部局にﾌｨｰﾄﾞﾊﾞｯｸし、本計画も踏まえて新規

事業の企画や既存事業の拡充を検討してもらう。 

⑤ 
若年単身女性への 

支援 

ｱｳﾄﾘｰﾁが重要。NPO に任せるのではなく、行政が行うべき。国の補

助制度もある。 

⇒一番行政から遠いところにいる存在。NPO がｱｳﾄﾘｰﾁを担い、行政が

引き継ぐという役割分担が今は適切。繁華街では警察も補導を行って

いる。 

⑥ 

計画への具体的な 

支援策の明記及び 

策定後の進め方 

困難な問題を抱える女性に対する具体的な支援内容を計画上に明

確に位置づけるとともに、関係部局が当事者意識を持ち、主体的に課

題解決に取り組むためには、定期的に集まり、状況や課題を共有・認

識できる場を設けるべきである。 

⇒本計画は４つの基本目標と主な取り組みを掲載しており、全ての施

策を掲載するものとはしていない。また、例えば困難女性支援におい

てはこども家庭局・福祉局・地域協働局が中心となり計画案の検討・

幹事として審議会へ出席しているほか、今後も定期的に情報共有する

場を設けることを検討している。さらに、審議会に出席していない部

局にも情報共有を行い、積極的な取り組みに繋げている。 

 


